
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  昨今、PTA 組織のあり方や運営について、時代の変化とともに様々な意見が出され、大きな変革期を

迎えています。そこで、今一度原点に立ち返り、PTA の役割やこれから進むべき方向性について、考えて

みたいと思います。 

 

PTAとは？ 
「保護者」の「Ｐarent（ペアレント）」の「P」と、「教職員」の「Ｔeacher（ティーチャー）」の「T」

と、「任意の社会教育関係団体」を表す「Ａssociation（アソシエーション）」の「A」で、「ＰＴＡ」とされ

ています。 

なお、日本でＰＴＡが発足した当時は「父母と先生の会」というものでしたので、「Ｐarent（ペアレン

ト）」と「Ｔeacher（ティーチャー）」ですが、現在は父母だけではなく、広く「保護者」とされる場合が多

く、団体によっては会員に「卒業生」等を含めた後援会と一体になっている団体や、地域住民等を含めている団

体もあります。 

地域住民等を会員に含めた場合、「地域」を表す「Community（コミュニティー）」の「C」も入れて、

「ＰＴＣＡ」とする団体もあります。 

また、「先生」だけでなく、事務職員なども含めた「教職員」を会員としている団体が多くありますが、発足

当時のまま、「Ｔeacher（ティーチャー）」の「T」が現在も残っています。 

いずれにしても、誰を会員対象とするのかは、「任意の社会教育関係団体」であるＰＴＡが主体的に決めるこ

とであり、会員の同意を得て、会則等に定めるものです。 

また、「Ａssociation（アソシエーション）」は通常「協会」と訳されますが、これは、アメリカで1908

年に「全国母親会議と親と教師の協会」が結成され、親と教師の協力を基本理念としてＰＴＡが発足したことを

起源とするものです。現在は、ＰＴＡは法律に定められた「社会教育関係団体」であるとされています。 

 
 

ＰＴＡ（社会教育関係団体）は国や 

地方公共団体から、不当に支配され 

たり、活動に干渉されたりしないと社 

会教育法第１０条で示されていますが、 

ＰＴＡのあり方については、国の「中央 

教育審議会」の答申で触れられていま 

す。 

「中央教育審議会の答申」とは、法 

に基づき、有識者などで構成された審 

議会に対して、文部科学省が文部科学 

大臣名で意見を伺い、審議した結果を 

いただいたものです。ＰＴＡに限らず、 

広く教育に関して、現代的課題も踏ま 

え、様々な意見が述べられ、公表され 

ています。 
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（全国 PTA 連絡協議会 HP から抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
 現在、南房総教育事務所管内でも多くの市町が「学校運営協議会」を設置し、コミュニティスクール

をスタートさせています。PTA 活動について、協議会でも話題にし、「地域学校協働活動」と「PTA 活

動」を連携させることで成果を上げている学校も多くあります。   「すべては子どもたちのために」 

実践例１

． 

実践例２

． 

活動目的にあわせた柔軟性のある組織へ 

改革を進めるには、まず仲間づくりが必要です。 

校長先生や役員は巡り合わせの部分もありますが、改革の意義

や必要性を丁寧に説明することで理解をいただき、少しずつでも

仲間を増やしていくことがスタートだと考えます。 

 

また、PTA改革は単年度だけでは解決できないこともあると思い

ます。長期の取り組みを織り込んだ仲間づくりが重要だと思いま

す。 

活動効率や活動時間帯の見直しは、今年度に限りのルールでも良いと思います。 

まず、できる部分から着手して、メンバーが取り組みやすい運営に変えていきましょう。 

前例踏襲的に「これまで指摘もなかったから、続けていただけ」ということも少なくありません。 

新しい方法を取り入れる場合、今までの方法を否定したりせず、こっちの方がお互いに楽になるからというスタンスで、利害が共

有している仲間からの提案と感じてもらえるようにするなど、柔軟な対応も必要と思います。 

組織の簡素化を目的にこれまでの委員会性からボランティア制

へ移行。 

事業毎に、メールやLINEなどの連絡ツールで参加者を募る形式で

運営。 

集まりが悪く実施が難しい場合は、事業そのものを見直すことも

選択肢に。 

活動の担い手たちが考える活動目的にあわせた組織として、学

校後援会、保護者の会、キッズサポーターなどの、組織に変更し、

より柔軟な活動体制に移行。 

保護者が都合にあわせて参加可能なエントリー方式に移行。地域の協力も得られるように協議中。 

・規約にあった役員や委員の人数を「〇〇名」から「数名」「若干名」などに規約変更、年度により柔軟性のある運営が可能に。 

 

・学級単位で１名選んでいた委員を、学級にこだわらず学年全体から選出する形式に変更。 

アンケートを利用して「子どもたちのためにこんな活動をやってみたい！」という保護者のアイデアを募集。 

運営へのアドバイスは本部が行い、サポーターを募集して保護者のアイデアを実現。 


